
函館市介護予防ケアマネジメント実施要綱

 

ᅟ（趣旨）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１条ᅟこの要綱は，函館市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（以下「総合事業実施要綱」とᅟ

ᅟいう。）の規定に基づき，介護予防ケアマネジメント（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下ᅟ

ᅟ「法」という。）第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する事業をいう。以下同じ。）に係る事業ᅟ

ᅟの実施方法，事業の運営および介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準，委託料，指導監ᅟ

ᅟ督等その他介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（用語の定義）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２条ᅟこの要綱における用語の意義は，この要綱において定めるもののほか，法，介護保険法施行規ᅟ

ᅟ則（平成１１年厚生省令第３６号），介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るᅟ

ᅟための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号），地域支援事業の実施について（平成１８年６ᅟ

ᅟ月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）および総合事業実施要綱の例による。ᅟᅟᅟ

ᅟ（地域包括支援センターの設置者に対する委託）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第３条ᅟ市は，介護予防ケアマネジメントの実施を，地域包括支援センターの設置者に委託する。ᅟᅟᅟ

２ᅟ前項の規定により，介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた地域包括支援センターの設置ᅟ

ᅟ者（以下「受託者」という。）は，市の委託を受け自らが設置する地域包括支援センターにおいて，ᅟ

ᅟ介護予防ケアマネジメントを実施する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（指定居宅介護支援事業者に対する一部委託）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第４条ᅟ受託者は，当該委託を受けた介護予防ケアマネジメントの一部を，指定居宅介護支援事業者にᅟ

ᅟ委託することができる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた指定居ᅟ

ᅟ宅介護支援事業者に提供しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，第１項の規定により介護予防ケアマネジメントの一部を委託する場合には，次の各号にᅟ

ᅟ掲げる事項を遵守しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ中立性および公正性の確保を図るため，地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならᅟ

ᅟᅟないこと。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ委託に当たっては，適切かつ効率的に介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託すᅟ

ᅟᅟる業務の範囲や業務量について配慮すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ委託する指定居宅介護支援事業者は，介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識および能力ᅟ

ᅟᅟを有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ委託する指定居宅介護支援事業者に対し，介護予防ケアマネジメントの業務を実施する介護支援ᅟ

ᅟᅟ専門員が，この要綱の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（介護予防ケアマネジメントの類型）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第５条ᅟ介護予防ケアマネジメントは，地域支援事業実施要綱に規定するケアマネジメントＡの類型にᅟ

ᅟより実施する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（基本方針）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第６条ᅟ介護予防ケアマネジメントは，その利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常生活ᅟ

ᅟを営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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２ᅟ介護予防ケアマネジメントは，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，利用者のᅟ

ᅟ選択に基づき，利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために，適切なサービスおよび地域ᅟ

ᅟの予防活動等の場が，当該目標を踏まえ，多様な事業者から，総合的かつ効率的に提供されるよう配ᅟ

ᅟ慮して行われるものでなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては，利用者の意思および人格を尊重し，常ᅟ

ᅟに利用者の立場に立って，利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の総合事業実施事ᅟ

ᅟ業者（総合事業を実施する事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏することのないよう，公正中立ᅟ

ᅟに行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

４ᅟ受託者は，事業の運営に当たっては，市，地域包括支援センター，指定居宅介護支援事業者，他のᅟ

ᅟ指定介護予防支援事業者，介護保険施設，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するためのᅟ

ᅟ法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者，

ᅟ住民主体のサービスおよび地域の予防活動等を含めた地域における様々な取組を行う者等との連携にᅟ

ᅟ努めなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

５ᅟ受託者は，自らが指定介護予防支援事業者として行う指定介護予防支援と緊密に連携しつつ，介護ᅟ

ᅟ予防ケアマネジメントを実施しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

６ᅟ受託者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うとともに，その従ᅟ

ᅟ事者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

７ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントを提供するに当たっては，法第１１８条の２第１項に規定すᅟ

ᅟる介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。ᅟᅟ

ᅟ（内容および手続の説明および同意）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第７条ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込者またはそᅟ

ᅟの家族に対し，第１５条に規定する運営規程の概要その他利用申込者のサービスの選択に資すると認ᅟ

ᅟめられる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意をᅟ

ᅟ得なければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し，あらかじめ，利用者またはその家族にᅟ

ᅟ対し，介護予防ケアプラン（ケアマネジメントＡにおける介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）

ᅟが前条に規定する基本方針および利用者の希望に基づき作成されるものであること，利用者が複数のᅟ

ᅟ総合事業実施事業者を紹介するように求めることができること等につき説明を行い，理解を得なけれᅟ

ᅟばならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し，あらかじめ，利用者またはその家族にᅟ

ᅟ対し，利用者について，病院または診療所に入院する必要が生じた場合には，担当職員の氏名およびᅟ

ᅟ連絡先を当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（提供拒否の禁止）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第８条ᅟ受託者は，正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒んではならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（資格等の確認）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第９条ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合には，その者の提示する被保険ᅟ

ᅟ者証によって，被保険者資格，要支援認定等（要支援認定または事業対象者の特定をいう。以下同じ。）

ᅟの有無および要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（要支援認定等の申請に係る援助）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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第１０条ᅟ受託者は，被保険者の要支援認定等に係る申請について，利用申込者の意思を踏まえ，必要ᅟ

ᅟな協力を行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し，要支援認定等を受けていない利用申込ᅟ

ᅟ者については，要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない場ᅟ

ᅟ合は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければᅟ

ᅟならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，要支援認定の更新にあっては，遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間ᅟ

ᅟの満了日の３０日前に，事業対象者の特定にあっては，遅くとも当該利用者が受けている事業対象者ᅟ

ᅟの有効期間の満了日の前日には行われるよう，必要な援助を行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（身分を証する書類の携行）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１１条ᅟ受託者は，当該地域包括支援センターの担当職員（介護予防ケアマネジメントを担当する地ᅟ

ᅟ域包括支援センターの職員をいう。以下同じ。）に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時およびᅟ

ᅟ利用者またはその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。ᅟᅟᅟ

ᅟ（法定代理受領サービスに係る報告）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１２条ᅟ受託者は，毎月，市（法第１１５条の４５の３第６項の規定により同条第５項の規定によるᅟ

ᅟ審査および支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては，当該国民健ᅟ

ᅟ康保険団体連合会）に対し，介護予防ケアプランにおいて位置づけられている指定サービス（総合事ᅟ

ᅟ業実施要綱第４条第１号アおよびイの規定に基づき，指定事業者により実施するサービスをいう。以ᅟ

ᅟ下同じ。）のうち法定代理受領サービス（法第１１５条の４５の３第３項の規定によりサービス事業ᅟ

ᅟ支給費（同条第１項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。）が利用者に代わり当該指定事業者に支ᅟ

ᅟ払われる場合の当該サービス事業支給費に係る指定サービスをいう。）として位置付けたものに関すᅟ

ᅟる情報を記載した文書を提出しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１３条ᅟ受託者は，要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からのᅟ

ᅟ申出があった場合には，当該利用者に対し，直近の介護予防ケアプランおよびその実施状況に関するᅟ

ᅟ書類を交付しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（利用者に関する市への通知）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１４条ᅟ受託者は，介護予防ケアマネジメントを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は，

ᅟ遅滞なく，意見を付してその旨を市に通知しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ正当な理由なしに指定サービスの利用に関する指示に従わないこと等により，心身の状況を悪化ᅟ

ᅟᅟさせたと認められるとき。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ偽りその他不正の行為によって指定サービスを利用し，または利用しようとしたとき。ᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（運営規程）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１５条ᅟ受託者は，自らが設置する地域包括支援センターごとに，事業の運営についての重要事項にᅟ

ᅟ関する規程（以下「運営規程」という。）として次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ事業の目的および運営の方針ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ職員の職種，員数および職務内容ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ営業日および営業時間ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ介護予防ケアマネジメントの提供方法および内容ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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 (5)ᅟ通常の事業の実施地域ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (6)ᅟ虐待の防止のための措置に関する事項ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (7)ᅟその他運営に関する重要事項ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（勤務体制の確保）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１６条ᅟ受託者は，利用者に対し適切な介護予防ケアマネジメントを提供できるよう，担当職員そのᅟ

ᅟ他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，当該地域包括支援センターの担当職員によって介護予防ケアマネジメントの業務を提供ᅟ

ᅟしなければならない。ただし，担当職員の補助の業務についてはこの限りでない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，担当職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟ

４ᅟ受託者は，適正なサービスの提供を確保する観点から，性的な言動または優越的な関係を背景としᅟ

ᅟた言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることをᅟ

ᅟ防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（業務継続計画の策定等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１６条の２ᅟ受託者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する介護予防ケアマネジメᅟ

ᅟントの提供を継続的に実施するための，および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以ᅟ

ᅟ下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならなᅟ

ᅟい。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，担当職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修および訓練を定ᅟ

ᅟ期的に実施しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとᅟ

ᅟする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（衛生管理等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１６条の３ᅟ受託者は，自らが設置した地域包括支援センターにおいて感染症が発生し，またはまんᅟ

ᅟ延しないように，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ自らが設置した地域包括支援センターにおける感染症の予防およびまん延の防止のための対策をᅟ

ᅟᅟ検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）をᅟ

ᅟᅟ活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果ᅟ

ᅟᅟについて，担当職員に周知徹底を図ること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ自らが設置した地域包括支援センターにおける感染症の予防およびまん延の防止のための指針をᅟ

ᅟᅟ整備すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ自らが設置した地域包括支援センターにおいて，担当職員に対し，感染症の予防およびまん延のᅟ

ᅟᅟ防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（秘密保持）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１７条ᅟ地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得ᅟ

ᅟた利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，担当職員その他従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者まᅟ

ᅟたはその家族の秘密を漏らすことのないよう，必要な措置を講じなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，サービス担当者会議（第２３条第３号ア(ｳ)に規定するサービス担当者会議をいう｡）等ᅟ

ᅟにおいて，利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合ᅟ
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ᅟは当該家族の同意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（総合事業実施事業者等からの利益収受の禁止等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１８条ᅟ受託者および地域包括支援センターの管理責任者は，介護予防ケアプランの作成または変更ᅟ

ᅟに関し，当該地域包括支援センターの担当職員に対して特定の総合事業実施事業者等によるサービスᅟ

ᅟを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ地域包括支援センターの担当職員は，介護予防ケアプランの作成または変更に関し，利用者に対しᅟ

ᅟて特定の総合事業実施事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。ᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者およびその従業者は，介護予防ケアプランの作成または変更に関し，利用者に対して特定のᅟ

ᅟ総合事業実施事業者等によるサービスを利用させることの対償として，当該総合事業実施事業者等かᅟ

ᅟら金品その他の財産上の利益を収受してはならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（苦情処理）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１９条ᅟ受託者は，自ら提供した介護予防ケアマネジメントまたは自らが介護予防ケアプランに位置ᅟ

ᅟ付けたサービス等に対する利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならなᅟ

ᅟい。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，前項の苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内容等を記録しなければならない。ᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，提供した介護予防ケアマネジメントに係る利用者からの苦情に関して市が行う調査に協ᅟ

ᅟ力するとともに，市から指導または助言を受けた場合においては，当該指導または助言に従って必要ᅟ

ᅟな改善を行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

４ᅟ受託者は，市からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市に報告しなければならない。ᅟᅟ

ᅟ（事故発生時の対応）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２０条ᅟ受託者は，利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には，

ᅟ速やかに市，利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，前項の事故の状況および事故に際してとった処置について記録しなければならない。ᅟᅟ

２ᅟ受託者は，利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合ᅟ

ᅟには，損害賠償を速やかに行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（虐待の防止）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２０条の２ᅟ受託者は，虐待の発生またはその再発を防止するため，次の各号に定める措置を講じなᅟ

ᅟければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ受託者における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこᅟ

ᅟᅟとができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，担当職員に周知徹底ᅟ

ᅟᅟを図ること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ受託者における虐待の防止のための指針を整備すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ受託者において，担当職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。ᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（記録の整備）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２１条ᅟ受託者は，利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次の各号に掲げる記録ᅟ

ᅟを整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ第２３条第３号ア(ｸ)に規定する総合事業実施事業者等との連絡調整に関する記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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ᅟᅟアᅟ介護予防ケアプランᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟイᅟ第２３条第２号に規定するアセスメントの結果の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟウᅟ第２３条第３号ア(ｳ)に規定するサービス担当者会議等の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟエᅟ第２３条第３号ア(ｺ)の規定による評価の結果の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟオᅟ第２３条第３号ア(ｻ)に規定するモニタリングの結果の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ第２３条第１号エの規定による身体的拘束等の態様および時間，その際の利用者の心身の状況なᅟ

ᅟᅟらびに緊急やむを得ない理由の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ第１４条の規定による市町村への通知に係る記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (5)ᅟ第１９条第２項の規定による苦情の内容等の記録ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (6)ᅟ第２０条第２項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録ᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２２条ᅟ介護予防ケアマネジメントは，利用者の介護予防に資するよう行われるとともに，医療サーᅟ

ᅟビスとの連携に十分配慮して行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者は，介護予防の効果を最大限に発揮し，利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサᅟ

ᅟービスを選択できるよう，目標志向型の介護予防ケアプランを策定しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ受託者は，自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い，常にその改善を図らなᅟ

ᅟければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（介護予防ケアマネジメントの具体的取扱方針）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２３条ᅟ介護予防ケアマネジメントの具体的取扱方針は，第６条に規定する基本方針および前条に規ᅟ

ᅟ定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ通則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟアᅟ地域包括支援センターの管理責任者は，担当職員に介護予防ケアプランの作成に関する業務をᅟ

ᅟᅟᅟ担当させるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟイᅟ介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者またはᅟ

ᅟᅟᅟその家族に対し，サービスの提供方法，地域の予防活動等への参加方法等について，理解しやすᅟ

ᅟᅟᅟいように説明を行う。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟウᅟ介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては，当該利用者または他の利用者等の生命またはᅟ

ᅟᅟᅟ身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行ᅟ

ᅟᅟᅟ為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟエᅟ身体的拘束等を行う場合には，その態様および時間，その際の利用者の心身の状況ならびに緊ᅟ

ᅟᅟᅟ急やむを得ない理由を記録しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟオᅟ担当職員は，介護予防ケアプランの作成に当たっては，利用者の自立した日常生活の支援を効ᅟ

ᅟᅟᅟ果的に行うため，利用者の心身または家族の状況等に応じ，継続的かつ計画的に，総合事業サーᅟ

ᅟᅟᅟビス（総合事業により提供されるサービス等をいう。以下同じ。），住民主体のサービス等の利ᅟ

ᅟᅟᅟ用および地域の予防活動等（以下，総称して「住民主体のサービス・活動」という。）への参加ᅟ

ᅟᅟᅟが行われるようにしなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟカᅟ担当職員は，介護予防ケアプランの作成に当たっては，利用者の日常生活全般を支援する観点ᅟ

ᅟᅟᅟから，住民主体のサービス・活動への参加も含めて介護予防ケアプラン上に位置付けるよう努めᅟ

ᅟᅟᅟなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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ᅟᅟキᅟ担当職員は，介護予防ケアプランの作成の開始に当たっては，利用者によるサービスまたは活ᅟ

ᅟᅟᅟ動の選択に資するよう，当該地域における総合事業サービス，住民主体のサービス・活動の内容，

ᅟᅟᅟ利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対して提供するものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟクᅟウからキまでの規定は，第３号ア(ｸ)に規定する介護予防サービス計画の変更について準用する。

 (2)ᅟアセスメントᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟアᅟ担当職員は，介護予防ケアプランの作成に当たっては，適切な方法により，利用者について，ᅟ

ᅟᅟᅟその有している生活機能や健康状態，その置かれている環境等を把握した上で，次に掲げる各領ᅟ

ᅟᅟᅟ域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し，利用者および家族の意欲および意向を踏まえて，生ᅟ

ᅟᅟᅟ活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに，介護予防の効果ᅟ

ᅟᅟᅟを最大限に発揮し，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課ᅟ

ᅟᅟᅟ題を把握しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｱ)ᅟ運動および移動ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｲ)ᅟ家庭生活を含む日常生活ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｳ)ᅟ社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーションᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｴ)ᅟ健康管理ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟイᅟ担当職員は，アに規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっᅟ

ᅟᅟᅟては，利用者の居宅を訪問し，利用者およびその家族に面接して行わなければならない。この場ᅟ

ᅟᅟᅟ合において，担当職員は，面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し，理解を得ᅟ

ᅟᅟᅟなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟウᅟアおよびイの規定は，第３号ア(ｸ)に規定する介護予防サービス計画の変更について準用する。

 (3)ᅟ介護予防ケアプランの作成，モニタリング，評価等ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ次に掲げる介護予防ケアマネジメントの類型に応じて，介護予防ケアプランを作成する。ᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟアᅟケアマネジメントＡᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｱ)ᅟ介護予防支援に準じた形で介護予防サービス計画の作成，モニタリング，評価等を行う｡ᅟᅟ

ᅟᅟ (ｲ)ᅟ担当職員は，利用者の希望および利用者についてのアセスメントの結果，利用者が目標とすᅟ

ᅟᅟᅟᅟる生活，専門的観点からの目標と具体策，利用者およびその家族の意向，それらを踏まえた具ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ体的な目標，その目標を達成するための支援の留意点のほか，本人，総合事業実施事業者，住ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ民主体のサービス等を提供する者，地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するたᅟ

ᅟᅟᅟᅟめに行うべき支援内容ならびにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなᅟ

ᅟᅟᅟᅟければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｳ)ᅟ担当職員は，サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の原案に位置付けたサᅟ

ᅟᅟᅟᅟービス・活動の担当者（以下「サービス・活動担当者」という。）を召集して行う会議（テレᅟ

ᅟᅟᅟᅟビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし，利用者またはその家族（以下ᅟ

ᅟᅟᅟᅟこの号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活用ᅟ

ᅟᅟᅟᅟについて当該利用者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催により，ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに，当該計画の原案のᅟ

ᅟᅟᅟᅟ内容について，サービス・活動担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。たᅟ

ᅟᅟᅟᅟだし，やむを得ない理由がある場合については，サービス・活動担当者に対する照会等によりᅟ

ᅟᅟᅟᅟ意見を求めることができるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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ᅟᅟ (ｴ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画の原案に位置付けたサービス・活動について，サービスᅟ

ᅟᅟᅟᅟ事業支給費の対象となるかどうかを区分した上で，当該計画の原案の内容について利用者またᅟ

ᅟᅟᅟᅟはその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｵ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画を作成した際には，当該計画を利用者およびサービス・ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ活動担当者に交付しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｶ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた指定事業所（国基準訪問型サービス，国基ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ準通所型サービスおよび通所型サービスＣの事業所をいう。(ｷ)について同じ。）に対して，ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ運営基準において位置付けられている個別サービス計画の提出を求めるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｷ)ᅟ担当職員は，指定事業所に対して，介護予防サービス計画に基づき，運営基準において位置ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ付けられている個別サービス計画の作成を指導するとともに，サービスの提供状況や利用者のᅟ

ᅟᅟᅟᅟ状態等に関する報告を少なくとも１か月に１回，聴取しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｸ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画の作成後，計画の実施状況の把握（利用者についての継ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて介護予防サービス計画の変更，総合事業ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ実施事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｹ)ᅟ担当職員は，総合事業実施事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき，その他必要ᅟ

ᅟᅟᅟᅟと認めるときは，利用者の服薬状況，口腔機能その他の利用者の心身または生活の状況に係るᅟ

ᅟᅟᅟᅟ情報のうち必要と認めるものを，利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師または薬剤ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ師に提供するものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｺ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは，当該計画の目標のᅟ

ᅟᅟᅟᅟ達成状況について評価しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｻ)ᅟ担当職員は，(ｸ)に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たってᅟ

ᅟᅟᅟᅟは，利用者およびその家族，総合事業実施事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段のᅟ

ᅟᅟᅟᅟ事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟａᅟ少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３か月に１回，利用者の居宅ᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟを訪問し，利用者に面接すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟｂᅟａの規定による面接は，利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし，次のいᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟずれにも該当する場合であって，サービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟの期間（以下この号において単に「期間」という。）について，少なくとも連続する２期間ᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟに１回，利用者の居宅を訪問しない期間において，テレビ電話装置等を活用して，利用者にᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟ面接することができる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ   (a)ᅟテレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて，文書により利用者の同意を得てᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟいること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ   (b)ᅟサービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治の医師，担当者その他のᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ関係者の合意を得ていること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟⅰᅟ利用者の心身の状況が安定していること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟⅱᅟ利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟⅲᅟ担当職員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報についᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟて，担当者から提供を受けていること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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ᅟᅟᅟᅟｃᅟサービスの評価期間が終了する月および利用者の状況に著しい変化があったときは，利用ᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟ者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟｄᅟ利用者の居宅を訪問しない月（ｂただし書きの規定によりテレビ電話装置等を活用して利ᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟ用者に面接する月を除く。）においては，可能な限り，指定事業所を訪問する等の方法によᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟり利用者に面接するよう努めるとともに，当該面接ができない場合にあっては，電話等によᅟ

ᅟᅟᅟᅟᅟり利用者との連絡を実施すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟᅟｅᅟ少なくとも１か月に１回，モニタリングの結果を記録すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｼ)ᅟ担当職員は，介護予防サービス計画の変更の必要がある場合には，サービス担当者会議を開ᅟ

ᅟᅟᅟᅟ催し，サービス・活動担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし，やᅟ

ᅟᅟᅟᅟむを得ない理由がある場合については，サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求ᅟ

ᅟᅟᅟᅟめることができるものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ (ｽ)ᅟ(ｲ)から(ｷ)までの規定は，(ｸ)に規定する介護予防サービス計画の変更について準用する。ᅟ

 (4)ᅟ他の事業者等との連携等ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟアᅟ担当職員は，適切な総合事業サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても，利用ᅟ

ᅟᅟᅟ者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合または利用者が介護保険ᅟ

ᅟᅟᅟ施設への入院または入所を希望する場合には，利用者の要介護認定等に係る申請について必要なᅟ

ᅟᅟᅟ支援を行い，介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟイᅟ担当職員は，介護保険施設等から退院または退所しようとする居宅要支援被保険者等から依頼ᅟ

ᅟᅟᅟがあった場合には，居宅における生活へ円滑に移行できるよう，あらかじめ，介護予防サービスᅟ

ᅟᅟᅟ計画の作成等の援助を行うものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟウᅟ担当職員は，利用者に管理すべき疾患があって，訪問型サービスまたは通所型サービスの利用ᅟ

ᅟᅟᅟに当たって医師または歯科医師の判断が必要と考えられる場合その他必要な場合には，利用者のᅟ

ᅟᅟᅟ同意を得て主治の医師または歯科医師の意見を求めなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟエᅟウの場合において，担当職員は，介護予防サービス計画を作成した際には，当該介護予防サーᅟ

ᅟᅟᅟビス計画を主治の医師または歯科医師に交付しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟオᅟ担当職員は，利用者が提示する被保険者証に，法第７３条第２項に規定する認定審査会意見にᅟ

ᅟᅟᅟついての記載がある場合には，利用者にその趣旨を説明し，理解を得た上で，その内容に沿ってᅟ

ᅟᅟᅟ介護予防サービス計画を作成しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟカᅟ担当職員は，要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には，指定居宅介護ᅟ

ᅟᅟᅟ支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟキᅟ受託者は，法第１１５条の４８第４項の規定に基づき，同条第１項に規定する会議（以下「地ᅟ

ᅟᅟᅟ域ケア会議」という。）から，同条第２項の検討を行うための資料または情報の提供，意見の開ᅟ

ᅟᅟᅟ陳その他必要な協力の求めがあった場合には，これに協力するよう努めなければならない。ᅟᅟᅟ

ᅟ（介護予防ケアマネジメントの提供に当たっての留意点）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２４条ᅟ介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては，介護予防の効果を最大限に発揮できるようᅟ

ᅟ次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ単に運動機能や栄養状態，口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく，これᅟ

ᅟᅟらの機能の改善や環境の調整などを通じて，利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援ᅟ

ᅟᅟすることによって生活の質の向上を目指すこと。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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 (2)ᅟ利用者による主体的な取組を支援し，常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支ᅟ

ᅟᅟ援すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ具体的な日常生活における行為について，利用者の状態の特性を踏まえた目標を，期間を定めてᅟ

ᅟᅟ設定し，利用者，サービス提供者等とともに目標を共有すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし，利用者のできる行為は可能な限りᅟ

ᅟᅟ本人が行うよう配慮すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (5)ᅟサービス担当者会議，地域ケア会議等を通じて，多くの種類の専門職の連携により，地域におけᅟ

ᅟᅟる様々な総合事業サービス以外の住民主体のサービスまたは地域の予防活動等の利用も含めて，介ᅟ

ᅟᅟ護予防に資する取組を積極的に活用すること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (6)ᅟ予防給付および介護給付と連続性および一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。ᅟᅟᅟᅟᅟ

 (7)ᅟ介護予防ケアプランの策定に当たっては，利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。ᅟᅟ

 (8)ᅟ機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（委託料の支払）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２５条ᅟ市は，居宅要支援被保険者等が，受託者から介護予防ケアマネジメントを受けたときは，受ᅟ

ᅟ託者に対し，介護予防ケアマネジメントの実施に要する費用について，介護予防ケアマネジメントにᅟ

ᅟ係る委託料（以下「委託料」という。）を支払う。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ委託料の額は，別表第１に定める単位数に１０円を乗じて算定するものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ住所地特例適用被保険者に係る委託料の他の保険者との財政調整においては，１件当たり，指定介ᅟ

ᅟ護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２９号）別表指定ᅟ

ᅟ介護予防支援介護給付費単位数表イの単位数に１０円を乗じて算定した額で財政調整が行われるが，ᅟ

ᅟこの場合にあっても，委託料の額は，前項に定める額とする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

４ᅟ市は，受託者から委託料の請求があったときは，本要綱の規定に照らして審査した上，支払うものᅟ

ᅟとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

５ᅟ市は，前項の規定による審査および支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することがᅟ

ᅟできる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（委託料の請求方法等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２６条ᅟ前条第５項の規定により，審査および支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託しᅟ

ᅟている委託料の請求方法については，介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関するᅟ

ᅟ省令（平成１２年厚生省令第２０号）の定めるところによる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

２ᅟ受託者が，第４条第１項の規定によって指定居宅介護支援事業者へ一部委託を行った介護予防ケアᅟ

ᅟマネジメントに係る委託料を国民健康保険団体連合会に請求した場合は，本要綱の規定に照らして審ᅟ

ᅟ査した上，前条の規定により算定された委託料の額のうち，別表第２に定める指定居宅介護支援事業ᅟ

ᅟ者分の額を当該指定居宅介護支援事業者に支払うとともに，同表に定める介護予防ケアマネジメントᅟ

ᅟ受託者分の額を当該受託者に支払うものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

３ᅟ市が，直接，審査および支払に関する事務を行う委託料の請求に当たっては，受託者は，毎月１０ᅟ

ᅟ日までにその前月分の業務実績を別記第１号様式に記載して市に提出し，市はそれに対して速やかに，

ᅟ本要綱の規定に照らして検査する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

４ᅟ受託者は，前項の規定による検査合格後，別記第２号様式により委託料を市に請求するものとし，ᅟ

ᅟ市は請求書を受理した日から起算して３０日以内に当該受託者に支払うものとする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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ᅟ（返還）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２７条ᅟ市は，この要綱の規定に違反した者または偽りその他不正の手段により委託費の支払を受けᅟ

ᅟた者があるときは，支払った委託費の全部または一部の返還を命ずることができる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（報告・調査等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２８条ᅟ市は，必要と認めるときは，受託者に対して事業の実施状況について説明若しくは報告を求ᅟ

ᅟめ，またはこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し，調査若しくは指導を行うことができる。ᅟᅟ

２ᅟ受託者は，市が行う指導を遵守しなければならない。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（その他）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２９条ᅟこの要綱に定めるもののほか，介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は，別にᅟ

ᅟ定める。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（電磁的記録等）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第３０条ᅟ受託者および介護予防ケアマネジメントの提供に当たる者は，作成，保存その他これらに類ᅟ

ᅟするもののうち，この要綱における書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他ᅟ

ᅟ文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以ᅟ

ᅟ下この条において同じ。）で行うことが規定されているまたは想定されるもの（第９条および第２３ᅟ

ᅟ条第４号オならびに次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁ᅟ

ᅟ的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られるᅟ

ᅟ記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。ᅟᅟ

２ᅟ受託者および介護予防ケアマネジメントの提供に当たる者は，交付，説明，同意，承諾，締結そのᅟ

ᅟ他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この要綱の規定において書面で行うことᅟ

ᅟが規定されているまたは想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えᅟ

ᅟて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいᅟ

ᅟう。）によることができる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，平成２９年４月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，平成３０年４月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，令和元年１０月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，令和２年４月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（施行期日）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第１条ᅟこの要綱は，令和３年４月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（虐待の防止に係る経過措置）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第２条ᅟこの要綱の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの間，改正後のᅟ

ᅟ第６条第６項および第２０条の２の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるᅟ

ᅟのは，「講ずるよう努めなければ」とし，改正後の第１５条の規定の適用については，これらの規定ᅟ

ᅟ中「，次に」とあるのは「，虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努ᅟ
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ᅟめるとともに，次に」と，「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事ᅟ

ᅟ項を除く。）」とする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（業務継続計画の策定等に係る経過措置）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第３条ᅟ施行日から令和６年３月３１日までの間，改正後の第１６条の２の規定の適用については，こᅟ

ᅟれらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあᅟ

ᅟるのは「実施するよう努めなければ」と，「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとすᅟ

ᅟる」とする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟ（感染症の予防およびまん延の防止のための措置に係る経過措置）ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

第４条ᅟ施行日から令和６年３月３１日までの間，改正後の第１６条の３の規定の適用については，こᅟ

ᅟれらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，令和６年４月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟᅟ附ᅟ則ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟこの要綱は，令和８年６月１日から施行する．ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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別表第１（第２５条関係）

介護予防ケアマネジメント委託料単位数表

 

１ᅟケアマネジメントＡ委託料ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (1)ᅟ基本委託料（１か月につき）ᅟ４４２単位ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ基本委託料は，利用者に対してケアマネジメントＡを行い，かつ，月の末日における実績に基ᅟ

ᅟᅟᅟづき，第１２条に規定する文書を提出している受託者について，所定単位数を算定する。ᅟᅟᅟᅟ

 (2)ᅟ初回加算ᅟ３００単位ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対しケアマネジメントＡを行った場合についてᅟ

ᅟᅟᅟは，初回加算として，１か月につき所定単位数を加算する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (3)ᅟ委託連携加算ᅟ３００単位ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際，当該利ᅟ

ᅟᅟᅟ用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し，当該指定居宅介護支援事業所にᅟ

ᅟᅟᅟおける介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は，当該委託を開始した日の属する月に限り，

ᅟᅟᅟ利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (4)ᅟ高齢者虐待防止措置未実施減算ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，所定単位数の１００分の１に相当する単位数ᅟ

ᅟᅟᅟを所定単位数から減算する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (5)ᅟ業務継続計画未策定減算ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，所定単位数の１００分の１に相当する単位数ᅟ

ᅟᅟᅟを所定単位数から減算する。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

 (6)ᅟ処遇改善加算ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ

ᅟᅟ・ᅟ厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして，ᅟ

ᅟᅟᅟ電子情報処理組織を使用する方法により，市長に対し，老健局長が定める様式による届出を行っᅟ

ᅟᅟᅟた介護予防ケアマネジメント事業所が，利用者に対し，介護予防ケアマネジメントを行った場合ᅟ

ᅟᅟᅟは，(1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算すᅟ

ᅟᅟᅟる。ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ
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別表第２（第２６条関係）

介護予防ケア
マネジメントの類型

委　託　料
指定居宅介護
支援事業者分

介護予防ケア
マネジメント受託者分

 別表第１の１(1)に定める
 基本委託料

３，５３６円 ８８４円

 別表第１の１(2)に定める
 初回加算

２，４００円 ６００円

 別表第１の１(3)に定める
 委託連携加算

２，４００円 ６００円

 別表第１の１(4)に定める
 高齢者虐待防止措置未実
施減算

３２円 ８円

 別表第１の１(5)に定める
 業務継続計画未策定減算

３２円 ８円

 別表第１の１(6)に定める
 処遇改善加算

別表第１の１(1)から
(5)までにより算定し
た単位数の1000分の21
に相当する単位数（１
単位未満の端数は四捨
五入）に10円を乗じて
得た額に80%を乗じた
額

別表第１の１(1)から
(5)までにより算定し
た単位数の1000分の21
に相当する単位数（１
単位未満の端数は四捨
五入）に10円を乗じて
得た額に80%を乗じた
額から指定居宅介護支
援事業者分を減じた額

ケアマネジメントＡ
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別記第１号様式（第２６条関係）

　　　　年　　月　　日

函　館　市　長　様

所 在 地

名　　称

代表者名 印

標記の件について下記のとおり実施したことを報告します。

【　業務実績　】

区　分 類　型

　　　　年　　月～　　　　年　　月実施分 ケアマネジメントＡ 件

【業務実績詳細】 添付資料　業務実績報告書詳細参照

介護予防ケアマネジメント業務実績報告書

件　数



類型：ケアマネジメントＡ 1 2 3 4 5 6 単位（円）

証記載
保険者番号

保険者名 被保険者番号 氏名（カナ）

基本委託料
(単位数442×10

＝4,420円)
(1)

初回加算
(単位数300×10

＝3,000円)
(2)

委託連携加算
(単位数300×10

＝3,000円)
(3)

高齢者虐待防止
措置未実施減算
(△単位数4×10

＝△40円)
(4)

業務継続計画
未策定減算

(△単位数4×10
＝△40円)

(5)

処遇改善加算
((1～(5)までの単
位数の和×21/1000

×10)
(6)

小計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計

業務実績報告書詳細

サービス
提供年月



別記第２号様式（第２６条関係）

　　年　　月　　日

函　館　市　長　様

所 在 地

名　　称

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

標記の件について下記の金額を請求します。

金　額 円

区　分 件数（Ｂ）
（単位：件）

小計
（単位：円）

(1) 基本委託料 　単位数442×単価10＝4,420円

(2) 初回加算 　単位数300×単価10＝3,000円

(3) 委託連携加算 　単位数300×単価10＝3,000円

(4)
高齢者虐待防止
措置未実施減算

　△単位数4×単価10＝△40円

(5)
業務継続計画
未策定減算

　△単位数4×単価10＝△40円

(6) 処遇改善加算

合　　　計

介護予防ケアマネジメント業務委託料請求書

内訳

類型 １件あたりの委託料の額（Ａ）

　　  年　　月
～　　年　　月

ケアマネジメントＡ

　(1)～(5)までの単位数の和×21/1000
　×単価10


